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附 則 

   第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規程は，京都市職員共済組合（以下「組合」という。）における個人番号

及び特定個人情報（以下「特定個人情報等」という。）の適正な収集，保管，利用及

び提供を確保し，並びに組合が保有する保有特定個人情報の開示，訂正，利用の停止，

消去及び提供の停止を実施するために必要な措置を講じ，もって，特定個人情報等の

安全かつ適正な取扱いを図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規程において，次に掲げる用語の定義は，それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

   個人情報 生存する個人に関する情報であって，当該情報に含まれる氏名，生年

月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容

易に照合することができ，それにより特定の個人を識別することができることとな

るものを含む。）をいう。 

   番号法 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法



律（平成25年法律第27号）をいう。 

   個人番号 番号法第７条第１項又は第２項の規定により，住民票コードを変換し

て得られる番号であって，当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別す

るために指定されるものをいう。 

   本人 個人番号によって識別される特定の個人をいう。 

   特定個人情報 個人番号（個人番号に対応し，当該個人番号に代わって用いられ

る番号，記号その他の符号であって，住民票コード以外のものを含む。）をその内

容に含む個人情報をいう。 

   保有特定個人情報 次に掲げる者（以下「職員等」という。）が職務上作成し，

又は収集した特定個人情報（番号法第２３条第１項及び第２項に規定する記録に記

録されたものを除く。）であって，職員等が組織的に利用するものとして，組合が

保有しているもの（文書，図画及び電磁的記録（電子的方式，磁気的方式その他人

の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同

じ。）に記録されているものに限る。）をいう。 

  ア 組合役員若しくは職員又は役員であった者若しくは職員であった者 

  イ 第１６条第１項に規定する委託先に従事する者又は従事していた者 

  ウ 第１６条第２項に規定する派遣された職員又は派遣されていた者 

   個人情報データベース等 個人情報を含む情報の集合物であって，次に掲げるも 

  のをいう。 

  ア 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構 

   成したもの 

  イ アに掲げるもののほか，個人情報を一定の規則に従って整理することにより特

定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合

物であって，目次，索引その他検索を容易にするためのものを有するもの 

   個人情報ファイル 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１５

年法律第５８号）第２条第４項に規定する個人情報ファイルであって行政機関が保

有するもの，独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１５年

法律第５９号）第２条第４項に規定する個人情報ファイルであって独立行政法人等

が保有するもの又は個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第２

条第２に規定する個人情報データベース等であって行政機関及び独立行政法人等以

外の者が保有するものをいう。 

   特定個人情報ファイル 個人番号をその内容に含む個人情報ファイルをいう。 

   個人番号利用事務 行政機関，地方公共団体，独立行政法人等その他の行政事務

を処理する者が番号法第９条第１項又は第２項の規定によりその保有する特定個人

情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し，及び管理するために必要な限度

で個人番号を利用して行う事務をいう。 

   個人番号関係事務 番号法第９条第３項の規定により個人番号利用事務に関して

行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務をいう。 



 
   個人番号利用事務実施者 個人番号利用事務を処理する者及び個人番号利用事務

の全部又は一部の委託を受けた者をいう。 

   個人番号関係事務実施者 個人番号関係事務を処理する者及び個人番号関係事務

の全部又は一部の委託を受けた者をいう。 

  

   第２章 特定個人情報等の管理体制 

（特定個人情報保護総括責任者，特定個人情報保護責任者及び特定個人情報保護監査責

任者） 

第３条 特定個人情報等の安全管理のため，組合に特定個人情報保護総括責任者，特定

個人情報保護責任者及び特定個人情報保護監査責任者を置く。 

 

   第３章 特定個人情報等の取扱い 

（個人番号の提供の要求） 

第４条 組合は，個人番号利用事務又は個人番号関係事務（以下「個人番号利用事務

等」という。）を処理するために必要があるときは，本人又は他の個人番号利用事務

実施者及び個人番号関係事務実施者に対し個人番号の提供を求めることができる。 

２ 組合は，個人番号利用事務を処理するために必要があるときは，住民基本台帳法

（昭和４２年法律第８１号）第３０条の９の規定により，地方公共団体情報システム

機構に対し同条に規定する機構保存本人確認情報の提供を求めることができる。 

（個人番号の提供の求めの制限及び特定個人情報の収集等の制限） 

第５条 組合は，番号法第１９条各号のいずれかに該当して特定個人情報の提供を受け

ることができる場合を除き，個人番号の提供を求めてはならない。 

２ 組合は，番号法第１９条各号のいずれかに該当する場合を除き，特定個人情報を収

集し，又は保管してはならない。 

３ 組合は，個人番号利用事務等を処理する必要がなくなった場合は，所管法令におい

て定められた保存期間の経過後，速やかに個人番号を廃棄又は削除しなければならな

い。 

（利用目的の特定) 

第６条 組合は，特定個人情報等を取り扱うに当たっては，その利用の目的（以下「利

用目的」という。）をできる限り特定しなければならない。 

２ 組合は，利用目的を変更する場合には，変更前の利用目的と相当の関連性を有する

と合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。 

（収集に際しての利用目的の通知等） 

第７条 組合は，特定個人情報等を収集した場合は，あらかじめその利用目的を公表し

ている場合を除き，速やかに，その利用目的を，本人に通知し，又は公表しなければ

ならない。 

２ 組合は，前項の規定にかかわらず，本人との間で契約を締結することに伴って契約

書その他の書面（電磁的記録を含む。以下この項において同じ。）に記載された特定



個人情報等を収集する場合，その他本人から直接書面に記載された当該本人の特定個

人情報等を収集する場合は，あらかじめ，本人に対し，その利用目的を明示しなけれ

ばならない。ただし，人の生命，身体又は財産の保護のため緊急に必要がある場合は，

この限りでない。 

３ 組合は，利用目的を変更した場合は，変更した利用目的について，本人に通知し，

又は公表しなければならない。 

４ 前３項の規定は，次に掲げる場合については，適用しない。 

   人の生命，身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。 

   利用目的を本人に明示することにより，本人又は第三者の生命，身体，財産その

他の権利利益を害するおそれがあるとき。 

   利用目的を本人に明示することにより，組合が行う業務又は事業の適正な遂行に

支障を及ぼすおそれがあるとき。 

   収集の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。 

（適正な収集） 

第８条 組合は，偽りその他不正の手段により特定個人情報等を収集してはならない。 

（本人確認の措置） 

第９条 組合は，第４条第１項の規定により本人から個人番号の提供を受けるときは，

番号法第１６条の規定により，本人又はその代理人から個人番号及びその者が個人番

号によって識別される本人であることを確認するための措置をとらなければならない。 

 

   第４章 特定個人情報等の管理 

（正確性の確保） 

第１０条 組合は，利用目的の達成に必要な範囲内において，保有特定個人情報を正確

かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。 

（保有特定個人情報に関する事項の公表等） 

第１１条 組合は，保有特定個人情報に関し，次に掲げる事項について，本人の知り得

る状態（本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。）に置かなければならな

い。 

   すべての保有特定個人情報の利用目的（第７条第４項第１号から第３号までに該

当する場合を除く。） 

   第２３条第１項，第２４条第１項，第２５条第１項又は第２６条第１項若しくは

第２項の規定による求めに応じる手続 

   第３０条第２項の規定による手数料の額 

   保有特定個人情報の取扱いに関する苦情の申出先 

（安全確保の措置） 

第１２条 組合は，個人番号の漏えい，滅失又は毀損の防止その他の個人番号の適切な

管理のために必要な措置を講じなければならない。 

２ 組合は，その取り扱う保有特定個人情報の漏えい，滅失又は毀損の防止その他の保



 
有特定個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

（職員等の義務） 

第１３条 特定個人情報等の取扱いに従事する職員等は，その業務に関して知り得た特

定個人情報等の内容をみだりに他人に知らせ，又は不当な目的に利用してはならない。 

（職員等の監督） 

第１４条 組合は，職員等に特定個人情報等を取り扱わせるに当たっては，当該特定個

人情報等の安全管理が図られるよう，必要かつ適切な監督を行わなければならない。 

（教育・訓練の実施） 

第１５条 組合は，職員等の知識・技能の習得及び特定個人情報等の保護に対する職業

倫理の向上のため，職員等に職責，経験等を考慮した教育・訓練を行うものとする。 

（委託先の監督） 

第１６条 組合は，個人番号利用事務等の全部又は一部を委託する場合は，特定個人情

報等に関する秘密保持その他特定個人情報等の保護の水準を満たしている者を委託先

とし，委託先が講じるべき安全管理措置等に関し必要な事項を委託契約書等に明記す

るものとする。 

２ 組合は，特定個人情報等の取扱いを派遣協定等により派遣された職員等に行わせる

場合には，特定個人情報等の適切な取扱いに関する事項を当該派遣協定書に明記する

ものとする。 

３ 組合は，当該委託に係る個人番号利用事務等において取り扱う特定個人情報等の安

全管理が図られるよう，委託先に対し必要かつ適切な監督を行うものとする。 

（再委託等） 

第１７条 前条第１項の規定により組合から委託を受けた者は，事前に組合の許諾を書

面により得た場合に限り，その委託業務の全部又は一部を第三者に再委託することが

できるものとする。 

２ 前条第１項の規定により組合から委託を受けた者は，前項に基づき委託業務の全部

又は一部を第三者に再委託する場合には，特定個人情報等に関する秘密保持その他特

定個人情報等の保護の水準を満たしている者を再委託先とし，再委託先に講じるべき

安全管理措置等に関し必要な事項を委託契約書等に明記するものとする。 

３ 前条第１項の規定により組合から委託を受けた者は，再委託を行う場合は，再委託

先に対し，必要かつ適切な監督を行うものとする。 

（事故発生時の対応） 

第１８条 特定個人情報等の漏えい，滅失又は毀損等（以下「漏えい等」という。）の

事案の発生又はその兆候を察知した者は，直ちに特定個人情報保護責任者に報告しな

ければならない。 

２ 特定個人情報保護責任者は，前項の規定により，特定個人情報等の漏えい等の事案

の兆候の連絡を受けた場合には，事故を事前に防ぐための必要な措置を講じるものと

する。 

３ 特定個人情報保護責任者は，特定個人情報等の漏えい等の事案の発生又はその兆候



を把握した場合には，速やかに特定個人情報保護総括責任者に報告するものとする。 

４ 特定個人情報保護総括責任者は，前項の規定により，特定個人情報等の漏えい等の

事故発生の連絡を受けた場合には，速やかに事故の経緯及び被害状況等を調査し，復

旧のための必要な措置を講じるとともに，当該事故の状況等について理事長に報告す

るものとし，理事長は総務大臣及び特定個人情報保護委員会に報告しなければならな

い。 

５ 前項に規定による報告のうち，長期給付に関する事項については，全国市町村職員

共済組合連合会にも併せて報告しなければならない。 

（個人番号の利用制限） 

第１９条 組合は，番号法第９条に規定される利用の範囲内でのみ個人番号を利用する

ものとする。 

（保有特定個人情報の利用目的による制限） 

第２０条 組合は，第６条の規定により特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて，

保有特定個人情報を取り扱わないものとする。 

２ 前項の規定は，次に掲げる場合については，適用しない。 

   番号法第９条第４項の規定に基づく場合 

   人の生命，身体又は財産の保護のために必要がある場合であって，本人の同意が

あり，又は本人の同意を得ることが困難であるとき。 

（特定個人情報ファイルの作成の制限） 

第２１条 組合は，番号法第１９条第１１号から第１４号までのいずれかに該当して特

定個人情報を提供し，又はその提供を受けることができる場合を除き，個人番号利用

事務等を処理するために必要な範囲を超えて特定個人情報ファイルを作成してはなら

ない。 

（特定個人情報の提供の制限） 

第２２条 組合は，番号法第１９条各号のいずれかに該当する場合を除き，特定個人情

報を提供してはならない。 

（保有特定個人情報の利用目的の通知） 

第２３条 組合は，本人から，当該本人が識別される保有特定個人情報の利用目的の通

知を求められたときは，本人に対し，遅滞なく，これを通知しなければならない。た

だし，次の各号のいずれかに該当する場合は，この限りでない。 

   第１１条の規定により当該本人が識別される保有特定個人情報の利用目的が明ら

かな場合 

   第７条第４項第１号から第３号までに該当する場合 

２ 組合は，前項の規定に基づき求められた保有特定個人情報の利用目的を通知しない

旨の決定をしたときは，本人に対し，遅滞なくその旨を通知しなければならない。 

 

   第５章 開示，訂正及び利用停止 

（開示） 



 
第２４条 組合は，本人から，当該本人が識別される保有特定個人情報の開示（当該本

人が識別される保有特定個人情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。

以下同じ。）を求められたときは，本人に対し，書面の交付による方法（開示の求め

を行った者が同意した方法があるときは，当該方法）により，遅滞なく当該保有特定

個人情報を開示しなければならない。ただし，開示することにより次の各号のいずれ

かに該当する場合は，その全部又は一部を開示しないことができる。 

   本人又は第三者の生命，身体，財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 

   組合の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 

   法令に違反することとなる場合 

２ 組合は，前項の規定に基づき求められた保有特定個人情報の全部又は一部について

開示しない旨の決定をしたときは，本人に対し，遅滞なく，その旨を通知しなければ

ならない。 

３ 法令の規定により，本人に対し第１項本文に規定する方法に相当する方法により当

該本人が識別される保有特定個人情報の全部又は一部を開示することとされている場

合には，当該全部又は一部の保有特定個人情報については，同項の規定は，適用しな

い。 

（訂正等） 

第２５条 組合は，本人から，当該本人が識別される保有特定個人情報の内容が事実で

ないという理由によって当該保有特定個人情報の内容の訂正，追加又は削除（以下こ

の条において「訂正等」という。）を求められた場合には，その内容の訂正等に関し

て法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き，利用目的の達成に必要

な範囲内において，遅滞なく必要な調査を行い，その結果に基づき，当該保有特定個

人情報の内容の訂正等を行わなければならない。 

２ 組合は，前項の規定に基づき求められた保有特定個人情報の内容の全部若しくは一

部について訂正等を行ったとき，又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは，本人

に対し，遅滞なく，その旨（訂正等を行ったときは，その内容を含む。）を通知しな

ければならない。 

（利用停止等） 

第２６条 組合は，本人から，当該本人が識別される保有特定個人情報が第８条の規定

に違反して収集されたものであるという理由又は第２０条の規定に違反して取り扱わ

れているという理由によって，当該保有特定個人情報の利用の停止又は消去（以下こ

の条において「利用停止等」という。）を求められた場合であって，その求めに理由

があることが判明したときは，違反を是正するために必要な限度で，遅滞なく，当該

保有特定個人情報の利用停止等を行わなければならない。ただし，当該保有特定個人

情報の利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な

場合であって，本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとると

きは，この限りでない。 

２ 組合は，本人から，当該本人が識別される保有特定個人情報が番号法第１９条の規



定に違反して第三者に提供されているという理由によって，当該保有特定個人情報の

第三者への提供の停止を求められた場合であって，その求めに理由があることが判明

したときは，遅滞なく，当該保有特定個人情報の第三者への提供を停止しなければな

らない。ただし，当該保有特定個人情報の第三者提供の停止に多額の費用を要する場

合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって，本人の権利利益を

保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは，この限りでない。 

３ 次の各号に定める場合には，本人に対し，遅滞なく，その旨を通知しなければなら

ない。 

   第１項の規定に基づき保有特定個人情報の全部若しくは一部について利用停止等

を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき 

   前項の規定に基づき保有特定個人情報の全部若しくは一部について第三者への提

供を停止したとき若しくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたとき 

（理由の説明） 

第２７条 組合は，第２３条第２項，第２４条第２項，第２５条第２項又は前条第３項

の規定により，本人から求められた措置の全部又は一部について，その措置をとらな

い旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は，本人に対

し，その理由を説明するよう努めなければならない。 

（開示等の申出方法等） 

第２８条 第２３条第１項，第２４条第１項，第２５条第１項又は第２６条第１項若し

くは第２項の規定による求め（以下この条及び次条において「開示等の申出」とい

う。）を行う者（以下この条及び次条において「開示等の申出者」という。）は，理

事長が別に定める申出書（以下この条及び次条において「開示等申出書」という。）

を組合に提出しなければならない。 

２ 開示等の申出者は，別に定めるところにより，当該開示等の申出者が本人又は第４

項に規定する代理人であることを確認するために必要な書類及び訂正等を求める内容

が真正であることを証明する書類を開示等申出書に添えて提出し，又は提示しなけれ

ばならない。 

３ 組合は，提出された開示等申出書に不備があると認めるときは，当該開示等の申出

者に対し，相当の期間を定めて，その補正を求めることができる。 

４ 開示等の申出は，次に掲げる代理人によってすることができる。 

   未成年者又は成年被後見人の法定代理人 

   開示等の求めをすることにつき本人が委任した代理人 

（開示等の申出に対する決定通知） 

第２９条 組合は，開示等の申出者に対し，開示等申出書の提出があった日から３０日

以内に当該申出に係る決定を行い，その結果を理事長が別に定める方法により通知す

るものとする。ただし，前条第３項の規定により補正を求めた場合にあっては，当該

補正に要した日数は，当該期間に参入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず，組合は，事務処理上の困難その他正当な理由があるとき



 
は，同項に規定する期間を３０日以内（事務処理に特に長期間を要すると認めるとき

は，相当の期間内）に限り延長することができる。この場合において，組合は，開示

等の申出者に対し，延長後の期間及び延長の理由を理事長が別に定める方法により通

知するものとする。 

（手数料） 

第３０条 組合は，第２３条第１項の規定による利用目的の通知又は第２４条第１項の

規定による開示を求められたときは，当該措置の実施に関し，手数料を徴収するもの

とする。 

２ 前項の規定による手数料の額は，実費を勘案して合理的であると認められる範囲内

において理事長が別に定めるものとする。 

 

   第６章 雑則  

（適用除外等）  

第３１条 京都市職員共済組合個人情報保護規程（平成１７年４月１日制定）は，組合に

おける特定個人情報等の取扱い並びに保有特定個人情報の開示，訂正及び利用停止に

ついては，適用しない。 

 

   第７章 苦情処理 

（苦情処理） 

第３２条 組合は，組合における特定個人情報等の取扱いに関する苦情があった場合は，

当該苦情に係る事情を調査し，適切かつ迅速な処理を行うものとする。 

 

   第８章 その他 

（補則） 

第３３条 組合が保有する特定個人情報等の適正な取扱いに関する事項は，この規程に

定めるもののほか，番号法及び個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７

号）その他の関連する法令等の定めるところによる。 

２ この規程に定めるもののほか，組合における特定個人情報等の適正な取扱いに関し

必要な事項は，理事長が別に定める。 

（見直し） 

第３４条 組合は，特定個人情報等の安全かつ適正な取扱いを維持するため，常に特定

個人情報等の収集等及び管理の状況等を把握し，必要に応じて特定個人情報等の適正

な取扱いのための措置を見直すものとする。 

 

  附 則 

（施行期日） 

１ この規程は，平成２７年１０月５日から施行し，同日から適用する。 

（情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の情報連携） 



２ 組合は，番号法別表第二の第一欄及び第三欄に掲げる者として，情報提供ネットワ

ークシステムによる特定個人情報の情報連携等を行うことに関し必要な事項を別に定

めるものとする。                                     

（行財政局人事部厚生課） 

 


